
2 ー広報とよかわ

【特集】正しい申告と納税を

が始まります申告

申告が始まります

所得税、市・県民税の申告時期になりました。
所得税の確定申告や市・県民税の申告が必要な方は、早めの申告をお願いします。
詳しいことは、豊橋税務署（0532 － 52 － 6201）、または市民税課（89 － 2129）へ、
お問い合わせください。

まずは、確定申告や市・県民税の申告が必要なのか確認してみましょう。

平成 24 年１月１日
現在、豊川市に
住んでいましたか。

平成 23 年分の収
入はありましたか。

源泉徴収税額が
ある。

市・県民税の申告（５ページ）をしてください。
※市内在住の方の被扶養者は申告不要です。

●主な収入が公的年金等の方
◎公的年金等収入が400万円を超える。
◎公的年金等収入が 400 万円以下だが、その他所得が 20 万円以
上ある。

●主な収入が給与の方
◎平成 23年分の給与収入が2,000 万円を超えている。
◎２カ所以上の事業所から給与を受け、年末調整がされなかった給与
の収入金額と各種の所得金額（給与所得、退職所得を除く）との
合計額が20万円を超えている。
◎給与所得および退職所得の他に20万円を超える所得がある。
●個人事業経営者
◎平成 23年分の所得金額の合計額が、所得控除の合計額より多い。
●土地・建物などを売却した方
◎譲渡所得とその他の所得の合計額が、所得控除の合計額より多い。

確定申告、市・県
民税の申告は必要
ありません。

収入は、給与収入
（2,000万円以下）
だけですか。

豊川市での市・県民税の申告は不要です。
その時点で居住していた市区町村へご相談くだ
さい。

給与収入は、１カ所
だけで、年末調整
が済んでいますか。

年末調整がされた給与以外
にも給与があり、その給与収
入額が20万円を超えている。

年末調整をしていない給与の
源泉徴収票に源泉徴収税額
が記載されている。

市・県民税の申告
は必要ありません。
※各種控除を申
告できます。

確定申告
（3ページ）を
することができます。
※所得税の還付
を受けるための
申告を提出する
ことができます。

確定申告
（3ページ）
をしてください。

市・県民税の
申告（５ページ）
をしてください。

確定申告
（3ページ）を
してください。

確定申告（3ページ）
をしてください。

確定申告（3ページ）をすることができます。
※年末調整をしていない給与収入が 20 万円以下でも、
所得税の還付を受けるための申告をすることができます。
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※１つでも該当すれば「はい」へ

※１つでも該当すれば「はい」へ

※この図は、一般的な事例をもとに作成したものです。
※「平成 23年分」とは、平成 23年１月１日から12月31日までの１年間を表します。
※国民健康保険および後期高齢者医療保険の方は、所得の多少に関わらず、必ず申告をしてください。



　

所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
方

は
、
収
入
の
種
類
な
ど
に
よ
り
分
け
ら

れ
、
次
の
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

❶
平
成
二
十
三
年
分
の
給
与
収
入
が
、

　

二
千
万
円
を
超
え
た
方

❷
二
カ
所
以
上
の
事
業
所
か
ら
給
与
を

　

受
け
た
方
で
、
年
末
調
整
を
さ
れ
な

　

か
っ
た
給
与
の
収
入
金
額
と
、
各
種

　

の
所
得
金
額
（
給
与
所
得
、
退
職
所

　

得
を
除
く
）
と
の
合
計
額
が
二
十
万

　

円
を
超
え
た
方

❸
給
与
所
得
お
よ
び
退
職
所
得
の
ほ
か

　

に
、
二
十
万
円
を
超
え
る
所
得
が
あ

　

っ
た
方

❶
平
成
二
十
三
年
分
の
公
的
年
金
等
の  

　

収
入
金
額
の
合
計
額
が
四
百
万
円
を

　

超
え
る
方

❷
❶
に
は
該
当
し
な
い
が
、
そ
の
他
所

　

得
が
二
十
万
円
を
超
え
る
方

※
❶
❷
に
該
当
せ
ず
確
定
申
告
が
不
要
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な
場
合
で
も
、
還
付
を
受
け
る
た
め

の
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

平
成
二
十
三
年
分
の
所
得
金
額
の
合

計
額
が
、
所
得
控
除
の
合
計
額
よ
り
多

く
な
る
方

　

譲
渡
所
得
と
そ
の
他
の
所
得
の
合
計

額
が
、
所
得
控
除
の
合
計
額
よ
り
多
く

な
る
方

　

確
定
申
告
に
必
要
な
書
類
な
ど
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

❶
印
鑑

❷
申
告
書
（
豊
橋
税
務
署
、
市
・
県
民

　

税
申
告
会
場
な
ど
に
も
用
紙
が
あ
り

　

ま
す
）

❸
給
与
所
得
者
ま
た
は
公
的
年
金
等
受

　

給
者
は
、
源
泉
徴
収
票
ま
た
は
支
払

　

者
の
証
明
書
（
コ
ピ
ー
は
不
可
）

❹
事
業
所
得
が
あ
る
方
お
よ
び
譲
渡
所

　

得
が
あ
っ
た
方
は
、
収
入
お
よ
び
必

主
な
収
入
が
年
金
の
方

土
地
・
建
物
な
ど
を
売
却
し
た
方

個
人
の
事
業
経
営
者

所
得
税
の
確
定
申
告
な
ど
は

お
早
め
に

主
な
収
入
が
給
与
の
方

確
定
申
告
が
必
要
な
方

　

要
経
費
の
額
が
分
か
る
も
の

❺
各
種
控
除
を
受
け
る
方
は
、
そ
の
確

　

認
が
で
き
る
も
の
（
証
明
書
・
領
収

　

書
な
ど
）

　

確
定
申
告
の
期
間
と
会
場
は
、
左

表
の
と
お
り
で
す
。
申
告
期
間
に
直

接
、
豊
橋
税
務
署
で
申
告
す
る
方
法
の

他
に
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確

定
申
告
書
を
作
成
し
郵
送
す
る
方
法
や

申告期間 申告会場

２月16日から
３月15日まで

豊橋税務署
（9：00～17：00）
※会場周辺は大変混雑します
ので、公共交通機関のご利用を
お願いします

◎土・日曜日、祝日を除く。ただし、豊橋税
務署では２月 19 日・26 日の日曜日は受け
付けます。

◎市・県民税の申告受付期日と会場は、６ペ
ージをご覧ください。

確
定
申
告
に
必
要
な
も
の

確
定
申
告
書
の
提
出

e-T
ax

を
利
用
し
て
申
告
す
る
方
法
も

も
あ
り
ま
す
。

　

給
与
所
得
、
年
金
な
ど
の
雑
所
得
、

医
療
費
控
除
な
ど
の
申
告
は
、
市
・
県

民
税
申
告
会
場
で
も
相
談
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
次
の
申
告
相
談
を
希
望
す
る

方
は
、
直
接
、
豊
橋
税
務
署
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

❶
事
業
所
得
（
営
業
、
農
業
な
ど
）、

　

不
動
産
所
得
、
土
地
・
建
物
・
株
式

　

な
ど
の
譲
渡
所
得
、
申
告
分
離
課
税

　

選
択
の
配
当
所
得
を
確
定
申
告
さ
れ

　

る
方

❷
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
（
住
宅
ロ

　

ー
ン
控
除
）
の
確
定
申
告
を
初
め
て

　

さ
れ
る
方

❸
贈
与
税
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

　

の
申
告
を
さ
れ
る
方

確定申告の申告期間と会場

駅前大通

豊橋市
中消防署

豊橋郵便局
本局

至豊川

至田原

☎ 0532-52-6201
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確
定
申
告
の
必
要
が
な
い
方
で
も
、

給
与
な
ど
か
ら
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得

税
の
う
ち
、
納
め
過
ぎ
に
な
っ
た
税
金

が
戻
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
主
な
事
例

と
添
付
書
類
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

事
例
に
よ
っ
て
豊
橋
税
務
署
お
よ
び
市

内
の
市
・
県
民
税
申
告
会
場
で
申
告
で

き
る
も
の
と
、
豊
橋
税
務
署
で
申
告
す

る
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
還
付
金
は
口
座
振
込
と
な
り

ま
す
の
で
、
申
告
者
本
人
名
義
の
預
貯

金
通
帳
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

❶
平
成
二
十
三
年
中
に
退
職
し
、
再
就

　

職
し
て
い
な
い
場
合

　

添
付
書
類　

源
泉
徴
収
票
、
社
会
保

　

険
料
・
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料

　

な
ど
の
支
払
い
額
を
証
明
す
る
も
の

❷
平
成
二
十
三
年
中
に
多
額
の
医
療
費

　

を
支
払
っ
た
場
合

　

添
付
書
類　

源
泉
徴
収
票
、
病
院
・

　

薬
局
な
ど
の
領
収
書
（
合
計
金
額
を

申告が始まります

所
得
税
の
還
付
申
告

　

国
税
庁
で
は
、
確
定
申
告
書
な
ど

を
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
で
き
る
サ
ー
ビ

ス
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申
告
や
納

税
が
で
き
る
「e-T

ax

」
な
ど
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　

詳
し
い
こ
と
は
、
国
税
庁
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w

.nta.
go.jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　　

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

で
、確
定
申
告
書
を
作
成
で
き
ま
す
。

Ａ
４
サ
イ
ズ
の
普
通
紙
に
印
刷
し
、

添
付
書
類
を
同
封
の
上
、
豊
橋
税
務

署
（
〒
440―

８
５
０
４
豊
橋
市
大
国

町
一
一
一
）
へ
郵
送
で
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
と
電
子
証

明
書
の
取
得
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー

ダ
ラ
イ
タ
の
用
意
を
し
て
お
け
ば
、

e-T
ax

を
利
用
し
て
申
告
や
納
税
な

ど
の
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

　

本
人
の
電
子
署
名
お
よ
び
電
子
証

明
書
を
付
し
て
期
限
内
に
申
告
す
る

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の

申
告
・
納
税

と
、
所
得
税
か
ら
最
高
四
千
円
の
税

額
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
こ
の
税
額
控
除
は
、

平
成
十
九
年
分
か
ら
二
十
四
年
分
ま

で
の
申
告
で
、い
ず
れ
か
一
回
で
す
。

確
定
申
告
書
を
自
宅
で
作
成

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申
告

❶
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
利
用
し
て
、
家

　

を
新
築
・
購
入
・
増
改
築
し
た
場
合

　

添
付
書
類　

源
泉
徴
収
票
、
家
屋
・

　

土
地
の
登
記
事
項
証
明
書
、
売
買
契

　

約
書
の
写
し
ま
た
は
工
事
請
負
契
約

　

書
の
写
し
、
金
融
機
関
か
ら
の
借
入

　

金
年
末
残
高
証
明
書
、
住
民
票
な
ど

❷
災
害
や
盗
難
な
ど
に
よ
り
、
一
定
以

　

上
の
被
害
を
受
け
た
場
合

　

添
付
書
類　

源
泉
徴
収
票
、
災
害
関

　

連
支
出
の
金
額
を
証
明
す
る
も
の
、

　

保
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額

　

が
分
か
る
も
の
、
公
的
機
関
の
発
行

　

す
る
り
災
証
明
な
ど

　

税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談
、
国

税
の
電
話
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談

期
間　

二
月
十
六
日
か
ら
三
月
二
日
ま

で
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

時
間　

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま

で
と
午
後
一
時
か
ら
三
時
三
十
分
ま
で

会
場　

文
化
会
館
大
会
議
室

■
国
税
に
関
す
る
電
話
相
談

日
時　

土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
午

前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

電
話
番
号　

豊
橋
税
務
署

（〈
０
５
３
２
〉
52
局
６
２
０
１
番
）。

自
動
音
声
に
よ
り
案
内
し
て
い
ま
す

税
の
相
談
は
お
気
軽
に

豊
橋
税
務
署
、市
内
の
市
・
県
民
税

申
告
会
場
で
申
告
で
き
る
も
の

e-Taxを利用するには・・・

計
算
し
て
お
い
て

く
だ
さ
い
）、
保

険
金
な
ど
で
補
て

ん
さ
れ
る
金
額
が

分
か
る
も
の

豊
橋
税
務
署
で
申
告
す
る
も
の

e‐Taxで申告書を作成

　e-Tax を利用して申告や納税などを行う
には、次の準備が必要になります。
　詳しいことは、e-Tax ヘルプデスク（0570
－ 015901）へ、お問い合わせください。
・住民基本台帳カードと電子証明書の取得
	（手数料：各500円）
・ＩＣカードリーダライタの準備	
	（購入費用：2,000円程度）
	※住民基本台帳カードに関することは、市民課
	（89－2136）へ、お問い合わせください。



■
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
の

障
害
者
控
除

　

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち

で
な
い
方
も
、
市
が
発
行
す
る
認
定

書
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
で
障
害
者

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象　

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
要
介

護
認
定
を
受
け
て
い
る
六
十
五
歳
以

上
の
方
で
、
障
害
な
ど
に
よ
り
日
常

生
活
に
お
け
る
自
立
度
が
一
定
の
条

件
に
該
当
す
る
方

問
合
せ
先　

介
護
高
齢
課
（
89
局

２
１
７
３
番
）

■
社
会
保
険
料
控
除

　

平
成
二
十
三
年
中
に
納
付
し
た
国

民
健
康
保
険
料
、
介
護
保
険
料
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
国
民
年
金

保
険
料
は
、
社
会
保
険
料
控
除
の
対

象
に
な
り
ま
す
。
納
付
額
は
、
年
金
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次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
は
、

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
三
年
分
の
所

得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
る
方
は
、市
・

県
民
税
の
申
告
を
す
る
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。

　

な
お
、
市
・
県
民
税
の
申
告
の
受
付

期
日
と
会
場
は
、
六
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

❶
年
末
調
整
が
さ
れ
て
い
る
給
与
所
得

　

以
外
の
所
得
の
合
計
額
が
二
十
万
円

　

以
下
の
方

❷
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
の
給
与

　

収
入
が
あ
る
方
で
、
年
末
調
整
が
さ

　

れ
て
い
な
い
方
（
確
定
申
告
を
す
る

　

方
を
除
く
）

　

公
的
年
金
等
以
外
の
所
得
が
二
十
万

円
以
下
で
あ
る
な
ど
、
確
定
申
告
書
の

提
出
を
要
し
な
い
方
で
、
各
種
所
得
控

除
を
受
け
る
方

　

平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
現
在
、
豊

川
市
に
住
所
が
あ
る
方
で
、
親
族
の
税

法
上
の
扶
養
に
入
っ
て
い
な
い
方
（
各

種
申
請
な
ど
に
必
要
と
な
る
証
明
書
の

発
行
に
は
申
告
が
必
要
で
す
）　　

　　　

確
定
申
告
を
し
な
く
て
も
よ
い
方

　

国
民
健
康
保
険
料
お
よ
び
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
は
、
前
年
一
年
間
の
所

得
な
ど
に
応
じ
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

で
、
所
得
が
な
い
方
・
減
少
し
た
方
・

障
害
年
金
や
遺
族
年
金
な
ど
を
受
け
て

い
る
方
な
ど
は
、
所
得
金
額
が
一
定
基

準
以
下
の
場
合
、
保
険
料
の
軽
減
や
減

免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
所
得

の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
ず
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い
。

個
人
の
事
業
経
営
者
や

土
地
・
建
物
な
ど
を
売
却
し
た
方

主
な
収
入
が
給
与
の
方

主
な
収
入
が
年
金
の
方

収
入
が
な
か
っ
た
方

市
・
県
民
税
の
申
告
は

市
内
の
各
申
告
会
場
へ

　

次
の
よ
う
な
控
除
が
あ
り
ま
す
。

■
住
宅
ロ
ー
ン
に
係
る
特
別
控
除

　

所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受

け
て
い
る
方
（
平
成
十
九
・
二
十
年

の
入
居
者
は
除
く
）
で
、
所
得
税
か

ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
額
が
あ
る

場
合
は
、
そ
の
差
額
分
を
市
・
県
民

税
の
所
得
割
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
な
お
、
事
業
所
か
ら

提
出
さ
れ
る
「
給
与
支
払
報
告
書
」

や
「
確
定
申
告
書
」
に
「
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
可
能
額
」
な
ど
の
記

入
が
あ
れ
ば
控
除
額
を
把
握
で
き
る

た
め
、申
告
は
不
要
で
す
。
た
だ
し
、

そ
の
記
載
が
な
い
場
合
は
控
除
の
適

用
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

■
お
む
つ
費
用
の
医
療
費
控
除

　

お
む
つ
代
の
領
収
書
に
、
医
師
や

市
が
発
行
す
る
証
明
書
を
添
付
す
る

と
、医
療
費
控
除
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

医
師
発
行
の
証
明
書
が
必
要
な
方

　

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
要
介
護
認

定
を
受
け
て
い
な
い
方
、
ま
た
は
お

む
つ
費
用
の
申
告
が
一
年
目
の
方

市
発
行
の
証
明
書
で
申
告
で
き
る
方

　

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
要
介
護
認

定
を
受
け
て
い
る
方
で
、
お
む
つ
費

用
の
申
告
が
二
年
目
以
降
の
方

控
除
の
確
認
、お
忘
れ
な
く

市
・
県
民
税
の
申
告
が

必
要
な
方

国
民
健
康
保
険
お
よ
び

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
方

な
ど
の
源
泉
徴
収
票

や
「
年
間
納
付
済
額

の
お
知
ら
せ
」
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。
国

民
年
金
保
険
料
は
日

本
年
金
機
構
か
ら
郵

送
さ
れ
る
「
社
会
保

険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）控
除
証
明
書
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

下
表
の

と
お
り

保険料種別 問合せ先 電話番号
国民健康保険料 保険年金課 89 － 2118
後期高齢者医療保険料 保険年金課 89 － 2164
介護保険料 介護高齢課 89 － 2173
国民年金保険料 豊川年金事務所 89 － 4046



期　日 会　場 対　象 期　日 会　場 対　象
２月16日から
３月15日まで
（土・日曜日を除く）

文化会館大会議室
市内全域

（３/12と３/13は指定
校区の受付）

２月29日（水）桜ヶ丘ミュージアム
三蔵子小学校区、金屋小
学校区

２月７日（火）音羽文化ホール
萩小学校区、御油小学校
区

３月 １ 日（木）桜ヶ丘ミュージアム
豊小学校区、東部小学校
区

２月８日（水）音羽文化ホール
赤坂小学校区、長沢小学
校区

３月 ２ 日（金）桜ヶ丘ミュージアム
桜木小学校区、豊川小学
校区

２月９日（木）
市役所本31会議室

（本庁舎３階）
牛久保小学校区、天王小
学校区

３月 ６ 日（火）
西部地域福祉
センター

御油小学校区

２月10日（金）
市役所本31会議室

（本庁舎３階）
中部小学校区、金屋小学
校区

３月 ７ 日（水）
西部地域福祉
センター

国府小学校区

２月13日（月）
農業者トレーニング
センター

一宮南部小学校区、豊小
学校区、東部小学校区

３月 ８ 日（木）ふれあいセンター
平尾小学校区、三蔵子小
学校区

２月14日（火）
農業者トレーニング
センター

一宮東部小学校区 ３月 ９ 日（金）ふれあいセンター
八南小学校区、千両小学
校区

２月15日（水）
農業者トレーニング
センター

一宮西部小学校区 ３月12日（月）文化会館大会議室 桜町小学校区

２月21日（火）小坂井支所
伊奈町（南山新田、佐脇
原を除く）

３月13日（火）文化会館大会議室 代田小学校区

２月22日（水）小坂井支所
小坂井町、篠束町、宿町、
平井町

２月23日（木）小坂井支所
伊奈町（南山新田、佐脇
原だけ）、美園

２月24日（金）御津生涯学習会館 御津北部小学校区

２月27日（月）御津生涯学習会館
御津南部小学校区（西方、
泙野、大草、赤根）

２月28日（火）御津生涯学習会館
御津南部小学校区（上佐
脇、下佐脇、新田、御馬）

6 ー広報とよかわ

申告が始まります

市・県民税の申告受付期日と会場

市・県民税の申告は
３月15日（木）まで
　市・県民税の申告が必要と思われる方には、２月上旬までに申告
書を郵送する予定です。同封の「申告書の書きかた」を参考にして
いただき、３月 15 日（木）までに市・県民税の申告を行ってください。
受付期日・会場・対象・受付時間　下表のとおり
その他　市・県民税の申告書の提出は、郵送でも受け付けますので、
豊川市役所市民税課（〒 442 － 8601 諏訪１の１）へ、お送りください。

　市・県民税の申告会場では、所得税（事業所得、
不動産所得、譲渡所得、申告分離課税選択の配
当所得、住宅借入金等特別控除のある申告）、贈
与税、消費税及び地方消費税の申告の相談・受
け付けはできません。豊橋税務署をご利用くだ
さい。

ご注意ください！

■　受付時間は、午前９時から正午、午後１時から４時までです。
■　指定された会場で申告できない場合は、文化会館または、都合の良い会場へお出掛けください。
■　会場の混雑具合により、申告をお受けできない場合があります。
■　コミュニティバスをご利用される場合は、乗降時間やバス停、路線などをご確認ください。


